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養子(D¥数」

Q:父の相続対策として、私の息子を父の

養子にすることを考えていますが、養子の数

には制限があるとききました。養子の数の制

限について教えてください。（質問者:A氏）

一念：民法上の養子縁組みについては、制限

はなく、何人でも養子にすることができます。

しかし、相続税の計算上は、養子の「数」に

ついて制限があります。

①実子がいる場合……1人まで

②実子がいない場合・・・・2人まで

つまり、実子が1人で養子が3人の場合、法

定相続人の数に含めることができるのは、養

子のうち1人だけです。

この養子の「数」の制限規定は、次の計算

を行う場合の法定相続人の数について適用さ

れます。

i.遺産に係る基礎控除の計算

2．生命保険金、退職手当金の非課税限度の

計算

3．相続税の総額の計算

以上の相続税の総額を計算するまでの段階で

適用を受けますが、それ以外の規定に関して

は、制約を受けません。よって、養子3人す

べてが未成年者や障害者であれば、3人の養

子全部について、未成年者控除や障害者控除

が適用できます。

ご質問の場合、養子縁組み後、息子さんは

Aさんのお父さんの相続人とAさんの相続人

としての2つの身分をあわせもつことになり

ます。

（


